
新加算Ⅰ 9.20%

令和8年4⽉1⽇
株式会社ハーモニック

デイサービスセンター輪⾳

介護職員等処遇改善加算について
令和６年度の介護報酬改定により「介護職員等処遇改善加算」制度が⼀本化され

介護職員の⼈材確保を更に推し進め、介護現場で働く⽅々にとって、令和6年度に2.5％
令和7年度に2.0％のベースアップへとつながるよう、令和6年6⽉以降処遇改善に係る

加算の⼀本化と、加算率の引き上げを⾏います。

加算率⼀覧

サービス区分 地域密着型通所介護

新加算Ⅱ 9.00%
新加算Ⅲ 8.00%
新加算Ⅳ 6.40%

         ⽉額賃⾦改善要件Ⅱ               Ⅰ〜Ⅳ

こちらの加算を算定するには以下3種類の要件を満たす必要があります。
      １，キャリパス要件
         キャリアパス要件Ⅰ （任⽤要件・賃⾦体系）新加算Ⅰ〜Ⅳ
         キャリアパス要件Ⅱ （研修の実施等）      Ⅰ〜Ⅳ
         キャリアパス要件Ⅲ （昇給の仕組み）      Ⅰ〜Ⅲ
         キャリアパス要件Ⅳ （改善後の賃⾦額）     Ⅰ・Ⅱ
         キャリアパス要件Ⅴ （介護福祉⼠等の配置）   Ⅰ
      ２，⽉額賃⾦改善要件
         ⽉額賃⾦改善要件Ⅰ               Ⅰ〜Ⅳ
         （新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を⽉給の改善に充てる）

弊社の取り組みとして
毎⽉⼀回の研修実施、昇給の仕組みを明確化し、賃⾦改善を⾏い

新加算Ⅰを算定

         （前年度と⽐較して、現⾏のベースアップ等加算相当の加算額の
３分の２以上の新たな基本給の改善を⾏う）

      ３，職場環境等要件
           ６の区分ごとにそれぞれ2つ以上取り組む   Ⅰ・Ⅱ
           ６の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む   Ⅲ・Ⅳ
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